
令和８年度 

社会福祉法人宇城市社会福祉協議会新規職員採用試験要領 
 

宇城市社会福祉協議会では、令和８年度新規職員採用試験を次の要領で実施します。 

 

１．試験職種及び採用予定人員等 

職種 採用予定者数 勤務先及び職務内容 

社会福祉士 1人 
宇城市社会福祉協議会に勤務し、社会福祉士業務に従事し 

ます。 

保健師 1人 
宇城市社会福祉協議会に勤務し、保健師業務に従事し 

ます。 

主任介護支援専門員 1人 
宇城市社会福祉協議会に勤務し、主任介護支援専門員業務

に従事します。 

 

２．受験資格 

①資格要件 

職種 資格要件 

社会福祉士 平成４年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士資格保持者、取得見込の者 

保健師 

平成４年４月２日以降に生まれた人で、保健師資格保持者、取得見込の者 

又は 

平成４年４月２日以降に生まれた人で、地域ケア、地域保健等に関する経験のある 

正看護師であって、高齢者に関する公衆衛生業務経験を１年以上有する者 

主任介護支

援専門員 
昭和５７年４月２日以降に生まれた人で、主任介護支援専門員資格保持者 

②次の一つに該当する人は、受験できません。 

・成年被後見人、または被保佐人（準禁治産者を含む） 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、

又はこれに加入した人 

 

３．受験手続 

①受付期間  

令和８年２月５日（木）から令和８年３月４日（水）（土・日曜日・祝日は除きます） 

※郵送の場合は、３月４日（水）消印有効 

②受付時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

 



③申込先 

宇城市社会福祉協議会総務課 電話０９６４－３２－１３１６ 

  〒８６９－０５２４ 熊本県宇城市松橋町豊福１７８６ 

④申込手続 

  宇城市社会福祉協議会発行の申込用紙に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、持参ま

たは郵送してください。 

   （１）履歴書（写真付） （２）免許証（資格証明書）の写し 

     ※郵送の場合は、封筒の表に「試験申込書在中」と記入し、必ず簡易書留郵便で 

郵送してください。  

 ⑤申込用紙の請求の仕方 

   １）宇城市社会福祉協議会総務課で配布 

２）ホームページからダウンロード 

⑥受験票の交付 

申込者には、受験票を郵送で送付しますが、３月１０日（火）までに受験票が届かないときは、

宇城市社会福祉協議会総務課にご連絡ください。 

 

４．試験の日時及び場所 

試験 日時 試験場 合格発表 

第１次試験 
令和８年３月１５日（日） 

午前９時００分 
宇城市老人福祉センター 

３月下旬までに

受験者に郵送。 

第２次試験 
令和８年４月上旬 

合格通知で指定する日時 
宇城市老人福祉センター 

４月下旬までに

受験者に郵送。 

（注） ①自然災害等により、やむを得ず試験日程を変更することがあります。 

    ②試験の際は、受験票と筆記用具（ＨＢの鉛筆・消しゴム等）を持参してください。 

     時計を持参する場合は、計時機能だけのものに限ります。 

 

５．試験内容 

①第一次試験 

区分 出題内容 

職務能力試験 
論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析する

力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な出題 

職務適応性検査 職務への適応性をみる検査 

小論文試験 
受験者全員について、文章による表現能力についての筆記試験 

※第二次試験の合否に反映します。 

（職務能力試験、職務適応性検査は、択一式による筆記試験となります） 

備考：一般教養 一定の合格点に達しない人は不合格となります。 

②第二次試験 

区分 出題内容 

人物試験 人柄などについての個別面接による試験 

（注）試験を中途で棄権した人は、不合格となります。 



６．合格から採用まで 

① この試験の最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、主に令和８年５月１日以降の採用にあ

たって、この名簿の中から採用者を決定します。名簿の有効期間は、最終合格決定の日から半

年です。 

② 受験資格がないこと、または採用試験申込書の記載事項が正しくないことが明らかになった場

合は、合格を取り消すことがあります。 

③ 総合得点が基準を満たさない場合は採用できません。 

④ 初任給は、原則として高卒月額 188,000円、短大卒 199,400円、大卒 212,100円です。なお、

学歴又は経験年数を有する人については、給与規程等の定めにより、初任給を考慮する場合も

あります。このほか給与規程等の定めにより期末手当、勤勉手当、通勤手当等が支給されます。 

 

７．試験結果の開示について 

この試験結果については、受験した本人にのみ開示を行います。開示場所、開示内容等については

次のとおりで、電話、郵便等による請求は一切受け付けません。 

試験 開示請求できる人 開示内容 開示期間 開示場所 

第一次試験 

受験者全員 

科目別得点 

総合得点 

（総合順位） 

３月中旬 

午前 8時 30分から 

午後 5時 15分まで 宇城市社会福祉協議会

総務課 

第二次試験 

４月中旬 

午前 8時 30分から 

午後 5時 15分まで 

 

８．試験についての問い合わせ先 

 社会福祉法人 宇城市社会福祉協議会 総務課 電話０９６４－３２－１３１６ 

 所在地： 熊本県宇城市松橋町豊福１７８６（〒８６９－０５２４）    

 


